
館山市教育委員会  令和４年第３回定例会会議録  

 

１ 開 催 日 令和４年３月１８日 (金）開会  午後１時３０分  閉会  午後２時４分  

   

２ 開 催 場 所 ２号館２階会議室  

   

３ 出席委員等 教 育 長 

教育長職務代理者 

出 山 裕 之 

庄 司 友 之 

 委 員 関 英 明 

 委 員 

委 員 

小 柴 孝 子 

守 安 委 久 予 

   

４ 出 席 職 員 教 育 部 長 手 島 隆 

 教 育 総 務 課 長 今 井 幹 雄 

 教 育 推 進 室 長 

教育総務課副課長 

庄 司 憲 弘 

藤 本 敏 孝 

 ス ポ ー ツ 課 長 宮 澤 知 幸 

 公 民 館 担 当 課 長 富 田 く み 子 

 書 記 井 上 み ゆ き 

   

５ 議 事 ① 議案第７号  

 

② 議案第８号  

 

③ 議案第９号  

 

④ 議案第１０号  

⑤ 議案第１１号  

⑥ 議案第１２号  

 

館山市教育委員会行政組織規則の一部を改正する

規則の制定について 

館山市要保護及び準要保護児童生徒援助費事務

取扱要綱の一部を改正する告示の制定について 

将来に向けた学校のあり方に対する基本指針の策定

について 

スポーツ推進委員の任命について 

館山地区公民館長の任命について 

令和 3 年度末館山市公立学校職員等の人事異動に

ついて 

   

６ 公開・非公開の別 一部非公開  

   

７ 開 会 宣 言 教育長職務代理者      

  

８ 第２回定例会会議録の承認     全委員  承認  

  

９ 教育長報告 

 

教育委員会定例会，令和４年第１回市議会定例会招集日，那古小学

校菊間校長来庁，南房総ライオンズクラブ来庁，館山市学校再編調査

検討委員会，市議会  行政一般通告質問，教育委員会表彰，新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議，千葉県教育庁南房総教育事務所  



渡邉課長来庁，館山市立博物館企画展，特別支援巡回指導員予定

者来庁，市議会総務委員会，南房総市建設環境部長  川名勝徳氏来

庁，房南中学校卒業証書授与式，職員と三役とのフリートーク⑬，館山

小学校相良校長来庁，市議会  予算審査特別委員会，館山小学校卒

業証書授与式，庁内ＰＴ関係視察（旧神戸小・神戸地区公民館・旧富

崎小・富崎地区公民館） 

10 審 議 事 項  

教育長職務代理者 

 

 

 

全 委 員  

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長  

 

 

全 委 員  

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長  

 

 

教 育 委 員  

教 育 総 務 課 長  

 

教 育 委 員  

 

教 育 総 務 課 長  

 

 

教 育 委 員  

 

教 育 総 務 課 長  

 

教 育 委 員  

全 委 員  

教育長職務代理者  

 

教 育 総 務 課 長  

 

議事に入る前に，人事案件である議案第１０号，第１１号及び第

１２号を，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第

７項の規定により非公開とする提案。また，議案第１２号について，

会議の最後に協議する提案。 

承認。 

議案第７号  館山市教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則の制定について上程。 

議案提案文朗読後，内容説明。令和４年度の市組織改編に伴

い，スポーツ課内に設置していた東京オリパラ・キャンプ誘致室を

廃止することに伴い該当箇所を改正する旨の説明。 

原案どおり可決。 

議案第８号  館山市要保護及び準要保護児童生徒援助費事

務取扱要綱の一部を改正する告示の制定について上程。 

令和４年度から，就学援助費の対象経費にオンライン学習通信

費を加えるための改正及び対象経費中，通学費の支給対象者は

学区外通学者を除くこととする改正である旨の説明。 

要保護と準要保護との違いは。 

要保護児童生徒は生活保護を受けている世帯の児童生徒，準

要保護は生活保護世帯に準じている世帯の児童生徒。 

通信費の一部を補助するということだが，具体的な金額の基準

はどうなっているか。 

国が要保護児童生徒に対する基準額として年間１５，０００円と

定めている。この基準額を基に月額に換算して，家庭学習を実施

した月に対してのみ援助しようとするもの。 

学校が家庭に対し，オンライン学習を実施させたかどうかを確認

する必要があるのか。 

学校からの実績報告を基に，オンライン学習を実施した月に対

しての支給を予定している。 

出来るだけ合理的に運用出来るようお願いしたい。 

原案どおり可決。 

議案第９号  将来に向けた学校のあり方に対する基本指針の策

定について上程。 

議案提案文朗読後，当指針案に対して１月２４日から２月２２日

まで募集したパブリックコメントの内容を踏まえ，２月２８日に開催さ



 

 

 

教 育 委 員 

 

 

教 育 総 務 課 長  

 

教 育 委 員  

 

 

 

教育総務課副課長  

 

教 育 長  

教 育 委 員  

 

 

 

全 委 員  

教育長職務代理者  

ス ポ ー ツ 課 長  

 

全 委 員  

教育長職務代理者  

公民 館 担 当課 長  

全 委 員  

教育長職務代理者  

教 育 部 長  

 

 

 

全 委 員  

教育長職務代理者  

 

教 育 推 進 室 長  

全 委 員  

れた第１２回  館山市学校再編調査検討委員会においても当指

針により再編を進めていくべきとの意見が出されたことから，原案ど

おり指針を策定する旨の説明。 

２月２８日に開催された学校再編調査検討委員会において，パ

ブリックコメント内容については委員に提示し，市としての回答につ

いても委員の承認を得ているのか。 

パブリックコメントを提示した上で委員からの意見を聴取し，再編

を進めていくべきとの意見をいただいている。 

最近，特別支援学級が増えている。不登校や特別支援等，大き

な集団になることにより人数が多いところに入っていけない子どもが

増えるのではないか，学校の中にそういう子ども達の居場所が必要

なのでは。 

学校施設の中や教育支援センター含めて，考えていかないとい

けない。 

実態に応じて十分考えていく必要があると考えている。 

学校再編はやらなければならないと考える。通学区ごとにみると

人数に隔たりがあることがわかる。一番大切なことは，子ども達のこ

とを考えること。地元に丁寧な説明をして，納得していただくことが

大切。 

原案どおり可決。 

議案第１０号  スポーツ推進委員の任命について上程。 

議案提案文朗読，スポーツ基本法及び館山市スポーツ推進委

員規則に基づく委嘱であり，任期は２年である旨の説明。 

原案どおり可決。 

議案第１１号  館山市地区公民館長の任命について上程。 

議案提案文朗読，１年の任期切れによる任命である旨の説明。 

原案どおり可決。 

一旦議事終了，その他について 

５月までの教育委員会の日程について，４月２２日（金）午後１時

３０分から，５月定例会の日程について，５月２３日（月）午後１時３０

分から開催する提案。６月定例会の日程を次回の定例会で協議し

たい旨提案。 

了解。 

議案第１２号  令和３年度末館山市公立学校職員等の人事異

動について上程。 

議案提案文朗読後，内容説明。 

承認。 

  

 

11 閉 会 宣 言 教育長職務代理者   

 


